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法
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よ
り　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

 

公
表
し
て
い
ま
す

　

｢

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関

す
る
法
律（
財
政
健
全
化
法
）｣

が
平
成
19
年

６
月
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
に

よ
り
、
地
方
公
共
団
体
は
、
毎
年
度
決
算

に
基
づ
き
、
財
政
の
健
全
性
に
関
す
る
指

標（
健
全
化
判
断
比
率
、
資
金
不
足
比
率
）

の
算
定
を
行
い
、
監
査
委
員
の
意
見
を
付

し
て
議
会
に
報
告
し
、
公
表
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。

◆
市
の
財
政
は
健
全
で
す

　

本
市
の
平
成
24
年
度
決
算
に
基
づ
く
健

全
化
判
断
比
率
お
よ
び
資
金
不
足
比
率
は

下
表
の
と
お
り
で
す
。

　

い
ず
れ
の
比
率
も
国
の
示
し
た
基
準
を

下
回
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
厳
し
い
財

政
状
況
に
変
わ
り
は
な
く
、
引
き
続
き
行

財
政
改
革
を
進
め
て
行
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。

◆
健
全
化
判
断
比
率

　

市
の
財
政
状
況
の
健
全
度
を
表
す
も
の

と
し
て
、
次
の
４
つ
の
財
政
指
標
が｢

健
全

化
判
断
比
率｣

と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
数
値
が
大
き
い
ほ
ど
財
政
状
況

が
悪
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

①
実
質
赤
字
比
率

　

一
般
会
計
な
ど
の
赤
字
額
が
標※
１

準
財
政

規
模
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
割
合
か
を
示

す
比
率

②
連
結
実
質
赤
字
比
率

　

全
会
計
を
対
象
と
し
た
赤
字
額
ま
た
は

資
金
の
不
足
額
が
標
準
財
政
規
模
に
対
し

て
ど
の
程
度
の
割
合
か
を
示
す
比
率

③
実
質
公
債
費
比
率

　

一
般
会
計
な
ど
が
負
担
す
る
元
利
償
還

金（
借
入
金
の
返
済
）な
ど
が
、
標
準
財
政

規
模
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
割
合
か
を
示

す
比
率（
３
カ
年
平
均
）

④
将
来
負
担
比
率

　

一
般
会
計
な
ど
が
将
来
負
担
す
べ
き
実

質
的
な
負
債
が
、
標
準
財
政
規
模
に
対
し

て
ど
の
程
度
の
割
合
か
を
示
す
比
率

　

そ
れ
ぞ
れ
の
指
標
に
は
、
財
政
収
支
が

不
均
衡
な
状
況
そ
の
他
の
財
政
状
況
が
悪

化
し
た
と
き
に
警
告
す
る
早
期
健
全
化
基

準（
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
）と
、
さ
ら
に
悪
化

し
て
国
な
ど
の
関
与
の
下
で
財
政
再
建
に

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
政
再
生

基
準（
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
）が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

い
ず
れ
か
の
指
標
が
早
期
健
全
化
基
準

（
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
）以
上
で
あ
る
場
合
に

は
、｢

財
政
健
全
化
計
画｣

を
定
め
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
３
つ
の
比
率（
実
質
赤
字
比
率
・

連
結
実
質
赤
字
比
率
・
実
質
公
債
費
比
率
）

の
い
ず
れ
か
が
財
政
再
生
基
準
以
上
で
あ

る
場
合
に
は
、｢

財
政
再
生
計
画｣

を
定
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

＊ 
将
来
負
担
比
率
に
は
、
財
政
再
生
基
準

は
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　　

本
市
の
実
質
赤
字
比
率
と
連
結
実
質
赤

字
比
率
は
赤
字
額
が
な
い
た
め
、下
表
で
は

｢

―｣

と
記
載
し
て
い
ま
す
。

◆
会
計
別
の
資
金
不
足
比
率

　

資
金
不
足
比
率
は
、
資
金
の
不
足
額
の

事※
２

業
規
模
に
対
す
る
比
率
で
、
市
が
経
営

す
る
公
営
企
業
の
経
営
状
況
の
健
全
度
を

表
す
指
標
で
す
。

　

本
市
の
資
金
不
足
比
率
は
、
資
金
不
足

額
が
な
い
た
め
、
左
表
で
は｢

―｣

と
記
載

し
て
い
ま
す
。

指標 対象範囲
本市 財政健全化に基づく基準

(24年度)

24年度決算 23年度決算 早期健全化基準 財政再生基準

実 質 赤 字 比 率 普通会計 ― ― 11.77% 20.00%

連 結 実 質
赤 字 比 率 全会計 ― ― 16.77% 30.00%

実質公債費比率 普通会計 9.7% 10.1% 25.00% 35.00%

将 来 負 担 比 率 普通会計 48.2% 51.1% 350.00%

会計名
本市 財政健全化法に基づく

経営健全化基準（24年度）24年度決算 23年度決算

簡 易 水 道 事 業 ― ―

20.0%

温 泉 給 湯 事 業 ― ―

公 共 下 水 道 事 業 ― ―

農 業 集 落 排 水 事 業 ― ―

漁 業 集 落 排 水 事 業 ― ―

浄 化 槽 事 業 ― ―

水 道 事 業 ― ―

工 業 用 水 道 事 業 ― ―

財政事情の公表

薩
摩
川
内
市
の
財
政
の
健
全
度
を
公
表
し
ま
す

平
成
24
年
度
決
算
に
基
づ
く

区　　　　　　　分 　実質赤字
　比　　率

　連結実質
　赤字比率

実質公債費
　　比　 率

　将来負担
　　比　　率

　資金不足
　比　　率

一 般 会 計

天辰第一地区土地区画整理事業

川内駅周辺地区土地区画整理事業

入来温泉場地区土地区画整理事業

国民健康保険事業

国民健康保険直営診療施設勘定

介護保険事業

後期高齢者医療事業

簡易水道事業

温泉給湯事業

公共下水道事業

農業集落排水事業

漁業集落排水事業

浄化槽事業

水道事業

工業用水道事業

普
通
会
計

公
営
事
業
会
計

公

営

企

業

会

計

＊
公
営
企
業
会
計
ご
と
に
算
定

◆
健
全
化
判
断
比
率
な
ど
の
算
定
対
象
範
囲

� 

用
語
解
説

※
１　

標
準
財
政
規
模

　

地
方
公
共
団
体
の
標
準
的
な
状
態
で
通
常
収
入
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
経
常
的
一
般
財
源
の
規
模

※
２　

事
業
規
模

　

地
方
公
営
企
業
に
お
け
る
料
金
収
入
な
ど
の
営
業
収

益
の
規
模

※
３　

経
営
健
全
化
基
準

　

自
主
的
か
つ
計
画
的
に
公
営
企
業
の
健
全
化
を
図
る

べ
き
基
準

　

資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
数
値
で
あ

り
、
経
営
健
全
化
基
準
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、｢

経

営
健
全
化
計
画｣

を
定
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※３
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